
- 117 -

（
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第

条

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号

21）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も

の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄

に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
（
第
一
条
―
第
四
十
九
条
）

第
一
章

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
（
第
一
条
―
第
四
十
九
条
）

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
二
節

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
（
第
二
十
四
条
の
二
―
第
四
十
条
）

第
二
節

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
（
第
二
十
五
条
―
第
四
十
条
）

第
三
節

（
略
）

第
三
節

（
略
）

第
二
章
～
第
五
章

（
略
）

第
二
章
～
第
五
章

（
略
）

附
則

附
則

第
二
節

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録

第
二
節

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
者
）

第
二
十
四
条
の
二

法
第
三
十
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は

（
新
設
）

、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当

た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
二
十
五
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
を

第
二
十
五
条

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
登
録
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
申

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
号
に
よ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
申

請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
申
請
書
に
は
、
法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ

２

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ

に
も
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
一
号
の
書
類
の
う
ち
、
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な

い
旨
の
登
記
事
項
証
明
書
（
後
見
登
記
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第

百
五
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登
記
事
項
証
明
書
を
い
う
。
以
下
「

後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市

町
村(

特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
証
明
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
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が
で
き
る
。

一

成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明

書
二

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
附
則

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と

み
な
さ
れ
る
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

三

法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す

る
書
面

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
二
項
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
第
三
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る

。

（
死
亡
等
の
届
出
）

（
死
亡
等
の
届
出
）

第
三
十
一
条

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ

第
三
十
一
条

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ

た
場
合
に
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
又
は
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

た
場
合
に
は
、
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
又
は
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
届
出
義
務
者
（
第
三
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
届
出
義
務
者
若
し
く
は
法
定
代
理
人
は
、
遅
滞
な

該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
同
居
の
親
族
）
若
し
く
は
法
定
代
理
人
は
、
遅
滞
な
く

く
、
登
録
証
を
添
え
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
登
録
証
（
同
号
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
病
名
、
障
害
の
程
度
、
病
因
、
病
後
の

。

経
過
、
治
癒
の
見
込
み
そ
の
他
参
考
と
な
る
所
見
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
）

を
添
え
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
三
十
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か

二

法
第
三
十
条
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ

に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合

た
場
合

三

精
神
の
機
能
の
障
害
を
有
す
る
こ
と
に
よ
り
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を

（
新
設
）

適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
た
場
合

（
添
付
書
類
）

（
添
付
書
類
）

第
五
十
三
条

法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類

第
五
十
三
条

法
第
四
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
書
類

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見

人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明

し
た
市
町
村
の
長
の
証
明
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。



- 120 -

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

登
録
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
並
び
に
相
談
役
及

び
顧
問
を
い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成

年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

及
び
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
が
、
成
年
被
後
見
人

及
び
被
保
佐
人
に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

三

登
録
申
請
者
（
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
役
員
並
び
に
相
談
役
及

四

登
録
申
請
者
及
び
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
が
、

び
顧
問
を
い
い
、
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
行
為
能
力
を
有
し
な
い
未
成

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ

年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
法
定
代
理
人
が
法
人
で
あ

り
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人
と
み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
破
産
者
で
復
権
を

る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
員
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

）
及
び
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
が
破
産
手
続
開
始

の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
（
特
別
区
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
の
証
明
書

四
～
十
一

（
略
）

五
～
十
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
登
録
申
請
者
に
対
し
、
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か

（
新
設
）

、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

法
第
四
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号

３

法
第
四
十
五
条
第
二
項
並
び
に
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
、
第
六
号

、
第
七
号
及
び
第
十
一
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号

、
第
八
号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
添
付
書
類
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
二
号

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
を
適
正
に
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
者

）
第
五
十
三
条
の
二

法
第
四
十
七
条
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精

（
新
設
）

神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
を
適
正
に
営
む
に
当
た
っ
て
必
要

な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
財
産
的
基
礎
）

（
財
産
的
基
礎
）

第
五
十
四
条

法
第
四
十
七
条
第
十
一
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次

第
五
十
四
条

法
第
四
十
七
条
第
十
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
条
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条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
資
産
額
（
以
下
「
基
準
資
産
額
」
と
い
う

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
資
産
額
（
以
下
「
基
準
資
産
額
」
と
い
う
。

。
）
が
、
三
百
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

）
が
、
三
百
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
五
十
五
条

基
準
資
産
額
は
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定

第
五
十
五
条

基
準
資
産
額
は
、
第
五
十
三
条
第
一
項
第
七
号
又
は
第
八
号
に
規
定

す
る
貸
借
対
照
表
又
は
資
産
に
関
す
る
調
書
（
以
下
「
基
準
資
産
表
」
と
い
う
。

す
る
貸
借
対
照
表
又
は
資
産
に
関
す
る
調
書
（
以
下
「
基
準
資
産
表
」
と
い
う
。

）
に
計
上
さ
れ
た
資
産
（
創
業
費
そ
の
他
の
繰
延
資
産
及
び
営
業
権
を
除
く
。
以

）
に
計
上
さ
れ
た
資
産
（
創
業
費
そ
の
他
の
繰
延
資
産
及
び
営
業
権
を
除
く
。
以

下
同
じ
。
）
の
総
額
か
ら
当
該
基
準
資
産
表
に
計
上
さ
れ
た
負
債
の
総
額
に
相
当

下
同
じ
。
）
の
総
額
か
ら
当
該
基
準
資
産
表
に
計
上
さ
れ
た
負
債
の
総
額
に
相
当

す
る
金
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

す
る
金
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
変
更
の
手
続
）

（
変
更
の
手
続
）

第
五
十
六
条

（
略
）

第
五
十
六
条

（
略
）

２

法
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交

２

法
第
四
十
八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
法
人

通
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
が
法
人

の
役
員
若
し
く
は
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
の
増
員
若

の
役
員
若
し
く
は
事
務
所
ご
と
に
置
か
れ
る
専
任
の
管
理
業
務
主
任
者
の
増
員
若

し
く
は
交
代
又
は
事
務
所
の
新
設
若
し
く
は
移
転
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

し
く
は
交
代
又
は
事
務
所
の
新
設
若
し
く
は
移
転
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
届
出
に
係
る
者
又
は
事
務
所
に
関
す
る
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三

そ
の
届
出
に
係
る
者
又
は
事
務
所
に
関
す
る
第
五
十
三
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

（
心
身
の
故
障
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
の
事
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
な

い
者
）

第
六
十
九
条
の
十
八

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

（
新
設
）

者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
管
理
業
務
主
任
者
の
事
務
を
適
正
に
行
う
に

当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い

者
と
す
る
。

（
登
録
の
申
請
）

（
登
録
の
申
請
）

第
七
十
条

（
略
）

第
七
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

管
理
業
務
主
任
者
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば

３

管
理
業
務
主
任
者
登
録
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
号
の
書
類
の
う
ち
成
年
被
後
見
人
に
該
当
し
な
い
旨

の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨
を
証
明
し
た
市
町
村
長
の
証

明
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

（
削
る
）

二

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人

に
該
当
し
な
い
旨
の
後
見
等
登
記
事
項
証
明
書

二

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け

三

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

て
復
権
を
得
な
い
者
に
該
当
し
な
い
旨
の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

よ
り
法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐

人
と
み
な
さ
れ
る
者
並
び
に
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
も
の
に
該
当
し
な
い
旨

の
市
町
村
の
長
の
証
明
書

三

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約

四

法
第
五
十
九
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約

す
る
書
面

す
る
書
面

４

（
略
）

４

（
略
）

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に

（
新
設
）

に
対
し
、
第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
書
類
を
提
出
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
。

６

第
三
項
第
一
号
の
書
面
の
う
ち
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
実
務
の
経
験
を
有
す

５

第
三
項
第
一
号
の
書
面
の
う
ち
法
第
五
十
九
条
第
一
項
の
実
務
の
経
験
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
第
三
項
第
三
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
第
三
項
第
四
号
の
誓
約
書
の
様
式
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
十
八
号
及
び
別
記
様
式
第
十
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
別
記
様
式
第
十
八
号
及
び
別
記
様
式
第
十
九
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
八
十
条

第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す

第
八
十
条

第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
管
理
業
務
主
任
者
の
登
録
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
当
該
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士
の
同
居
の
親
族
」
と
あ

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
法
第
三
十
条
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
管
理
業
務
主
任
者
の
同
居
の
親
族
」
と
、
「
法
第
三
十
条
第
一
項

る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
一
項
各
号
（
第
五
号
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る

各
号
（
第
三
号
及
び
第
六
号
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
五
十
九
条
第
一

も
の
と
す
る
。

項
各
号
（
第
五
号
及
び
第
七
号
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（

）

（

）

別
記

様
式

第
四

号
第

二
十

五
条

関
係

別
記

様
式

第
四

号
第

二
十

五
条
関

係

（

）

（

）

Ａ
４

Ａ
４
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誓
約

書
誓

約
書

私
は

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

条
第

１
項

私
は

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

条
第

１
項

、
3
0

、
3
0

。
。

各
号

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
を

誓
約

し
ま

す
第

２
号

か
ら

第
６

号
ま

で
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ

と
を

誓
約

し
ま

す

年
月

日
年

月
日

氏
名

㊞
氏

名
㊞

国
土

交
通

大
臣

国
土

交
通

大
臣

殿
殿

指
定

登
録

機
関

代
表

者
指

定
登

録
機

関
代

表
者

（

）

（

）

別
記

式
第

十
九

号
第

七
十

条
関

係
別

記
式

第
十

九
号

第
七

十
条

関
係

誓
約

書
誓

約
書

（

）

（

）

Ａ
４

Ａ
４

私
は

マ
ン

シ
ョ

ン
の

管
理

の
適

正
化

の
推

進
に

関
す

る
法

律
第

条
第

１
私

は
マ

ン
シ

ョ
ン

の
管

理
の

適
正

化
の

推
進

に
関

す
る

法
律

第
条

第
１

5
9

5
9

、
、

。
。

項
第

２
号

か
ら

第
７

号
ま

で
に

該
当

し
な

い
者

で
あ

る
こ
と

を
誓

約
し

ま
す

項
各

号
に

該
当

し
な
い

者
で

あ
る

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

年
月

日
年

月
日

氏
名

㊞
氏

名
㊞

地
方

整
備

局
長

地
方

整
備

局
長
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殿
殿

北
海

道
開

発
局

長
北

海
道

開
発

局
長


